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あ
け
ま
し
て 

お
め
で
と
う 

ご
ざ
い
ま
す 

     

本
年
も
役
職
員
一
同
、
地
域
経
済
発

展
の
た
め
、
よ
り
い
っ
そ
う
邁
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。 

会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
と
ご
多

幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も

に
、
商
工
会
へ
の
変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
ご

協
力
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 令

和
三
年
一
月 
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十
二
月
末
に
期
限
を
迎
え
る
雇
用
調
整

助
成
金
の
特
例
措
置
、
緊
急
雇
用
安
定
助

成
金
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
休
業
支
援
金
・
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
令

和
三
年
二
月
末
ま
で
延
長
と
な
り
ま
し
た
。 

今
後
、
感
染
防
止
策
と
社
会
経
済
活
動

の
両
立
が
図
ら
れ
る
中
で
、
休
業
者
数
・
失

業
者
数
が
急
増
す
る
な
ど
雇
用
情
勢
が
大

き
く
悪
化
し
な
い
限
り
、
雇
用
調
整
助
成

金
の
特
例
措
置
等
は
、
段
階
的
に
縮
減
と

な
る
見
込
み
で
す
。 

【
問
合
せ
先
】 

・
新
潟
市
秋
葉
区
・
南
区→
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
新
津
（
☎
二
二‐

二
二
三
三
） 

・
新
潟
市
中
央
区
・
江
南
区
・
西
区→

 

新
潟
労
働
局 

職
業
対
策
課 
助
成
金

セ
ン
タ
ー
（
☎
〇
二
五‐

二
七
八‐
七

一
八
一
） 

一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
事
業
所
が
受

給
で
き
る
「
家
賃
支
援
給
付
金
」
及
び
「
持

続
化
給
付
金
」
で
す
が
、
令
和
三
年
一
月
十

五
日
（
金
）
が
申
請
期
限
で
す
。 

た
だ
し
、
申
請
期
限
に
間
に
合
わ
な
い

特
段
の
事
情
が
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
令

和
三
年
一
月
三
十
一
日
（
日
）
二
十
三
時
五

十
分
ま
で
追
加
で
提
出
を
受
け
付
け
ま
す
。 

な
お
、「
特
段
の
事
情
」
と
は
賃
貸
人
と

の
関
係
で
必
要
書
類
取
得
に
時
間
が
か
か

る
ケ
ー
ス
な
ど
を
想
定
し
て
い
ま
す
。 

申
請
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
は
、
必
ず

申
請
期
限
内
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

【
家
賃
支
援
給
付
金
Ｈ
Ｐ
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新
潟
市
経
済
部
雇
用
政
策
課
で
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
な
ど
の

状
況
を
踏
ま
え
、
一
部
制
度
に
つ
い
て
申

請
期
限
の
延
長
を
行
い
ま
し
た
。 

【
制
度
改
正
内
容
】 

①
二
〇
二
二
年
新
規
採
用
活
動
支
援
事
業 

✓
補
助
事
業
完
了
日
（
補
助
対
象
経
費
支

払
日
）
は
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で 

✓
申
請
期
限
は
、
補
助
事
業
完
了
日
か
ら

起
算
し
て
三
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
た

は
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
の
い
ず
れ

か
早
い
日
ま
で 

②
離
職
者
等
雇
用
事
業
所
奨
励
金 

✓
雇
用
開
始
期
間
を
令
和
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
延
長 

✓
申
請
期
限
は
雇
用
開
始
日
に
よ
り
異
な

り
ま
す 

・
十
二
月
末
日
ま
で
の
雇
用
開
始
は
、
雇 

用
開
始
日
か
ら
三
カ
月
以
内 

・
令
和
三
年
一
月
一
日
～
三
月
三
十
一
日 

ま
で
の
間
の
雇
用
開
始
は
、
令
和
三
年 

三
月
三
十
一
日
ま
で 

③
雇
用
調
整
助
成
金
等
利
用
促
進
事
業
Ｂ

タ
イ
プ
支
援
金 

✓
申
請
期
限
を
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

に
変
更 

④
教
育
訓
練
実
施
事
業
所
応
援
事
業 

✓
対
象
と
な
る
教
育
訓
練
の
実
施
期
間
を

令
和
三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
延
長 

✓
申
請
期
限
を
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
延
長 

【
問
合
せ
先
】 

新
潟
市
役
所
経
済
部
雇
用
政
策
課 

①
、
②
に
つ
い
て→

担
当
：
松
本
、
山
田

（
      
〇
二
五-

二
二
六‐

一
六
四
二
） 

③
、
④
に
つ
い
て→

担
当
：
竹
中
、
田
中 

（
      
〇
二
五‐

二
二
六‐

二
一
四
九
） 
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新
潟
労
働
局
か
ら
の
お
知
ら
せ
で
す
。 

 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
就
職
が
困
難
な
学
生
が
増
加
し
て
お
り

ま
す
。
事
業
所
の
皆
様
が
人
材
募
集
を
す

る
際
は
、
卒
業
後
三
年
以
内
の
既
卒
者
は

「
新
卒
枠
」
で
の
応
募
受
付
を
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

在
学
中
に
就
職
先
が
決
ま
ら
な
い
ま
ま

卒
業
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
既
卒
者
に
対

し
、「
新
卒
枠
」
で
の
応
募
受
付
い
た
だ
く

こ
と
に
よ
り
、
意
欲
・
能
力
が
あ
る
有
望
な

方
を
採
用
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
広
が
り
ま
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
国
税
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
、
税
務
署
に
申
請
す
る

こ
と
に
よ
り
、
次
の
要
件
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
一
年
以
内

の
期
間
に
限
り
、
猶
予
が
認
め
ら
れ
ま
す

の
で
、
新
津
税
務
署
（
      
二
二‐

二
一
五
一
）

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

【
要
件
】 

①
国
税
を
一
時
に
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、

事
業
の
継
続
又
は
生
活
の
維
持
を
困
難
に

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

②
納
税
に
つ
い
て
誠
実
な
意
思
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

③
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
国
税
以
外
の

国
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。 

④
納
付
す
べ
き
国
税
の
納
期
限
か
ら
六
か

月
以
内
に
申
請
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
。 

※
担
保
の
提
供
が
明
ら
か
に
可
能
な
場
合

を
除
い
て
、
担
保
は
不
要
に
な
り
ま
す
。 

秋
葉
区
役
所
に
お
い
て
、
二
月
十
六
日

よ
り
申
告
に
関
す
る
相
談
会
場
が
設
置
さ

れ
ま
す
が
、
今
年
度
は
混
雑
緩
和
の
た
め
、

入
場
整
理
券
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
整
理

券
は
各
会
場
で
当
日
配
布
さ
れ
ま
す
が
、

国
税
庁
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
事

前
発
行
も
可
能
で
す
。
混
雑
状
況
に
よ
り

後
日
来
場
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。 

【
令
和
二
年
分
の
確
定
申
告
期
間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

納
期
限)

】 

≪

所
得
税≫

 

二
月
十
六
日(

火)

～
三
月
十
五
日(

月) 

 
 
(

振
替
納
税
は
、
四
月
十
九
日
（
月) 

≪

贈
与
税≫

 

二
月
一
日(

月)

～
三
月
十
五
日(

月) 

≪

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税≫

 

二
月
十
六
日(

火)

～
三
月
三
十
一
日(

水) 

(

振
替
納
税
は
、
四
月
二
十
三
日(

金) 

☆
振
替
納
税(

口
座
引
落
し)

を
選
択
さ
れ

ま
す
と
、
振
替
期
日
の
引
落
し
を
も
っ
て
、

期
限
内
納
税
と
な
り
ま
す
の
で
お
得
で
す
。 

希
望
さ
れ
る
方
は
、
税
務
署
へ
「
口
座
振

替
依
頼
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

近
年
、
税
務
署
か
ら
所
得
税
の
申
告
書

用
紙
の
送
付
に
代
わ
っ
て
、
ハ
ガ
キ
（
又
は

通
知
書
）
が
発
送
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ

の
ハ
ガ
キ
に
は
確
定
申
告
に
必
要
な
内
容

が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
必
要
と
な
り

ま
す
。
当
会
に
確
定
申
告
の
相
談
指
導
を

依
頼
さ
れ
る
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
申
告

に
必
要
な
書
類
と
一
緒
に
お
知
ら
せ
ハ
ガ

キ
（
又
は
通
知
書
）
も
ご
持
参
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
ハ
ガ

キ
は
一
月
十
五
日
か
ら
順
次
発
送
さ
れ
る

見
込
み
で
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
事
業
収
入
が
減
少
し
た
中
小
事
業

者
等
が
所
有
す
る
事
業
用
家
屋
及
び
償
却

資
産
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
度
の
固
定
資

産
税
又
は
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
を

二
分
の
一
又
は
ゼ
ロ
と
す
る
特
例
が
あ
り

ま
す
。 

【
対
象
者
】 

 
令
和
二
年
二
月
か
ら
十
月
ま
で
の
任
意

の
連
続
す
る
三
か
月
間
の
事
業
収
入
が
、

前
年
の
同
期
間
の
事
業
収
入
と
比
べ
て
、

三
〇
％
以
上
減
少
し
て
い
る
中
小
事
業
者

で
す
。
な
お
、
特
例
が
適
用
さ
れ
る
期
間
は 

令
和
三
年
度
に
限
り
ま
す
。 

【
申
告
方
法
】 

令
和
三
年
二
月
一
日
（
月
）
ま
で
に
新

潟
市
へ
特
例
措
置
に
関
す
る
申
告
書
等
を

提
出
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

書
式
は
「
新
潟
市
固
定
資
産
税
減
免
」
で

検
索
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
告
書
を

新
潟
市
に
提
出
す
る
前
に
認
定
経
営
革
新

等
支
援
機
関
か
ら
認
定
印
を
押
印
し
て
も

ら
う
必
要
が
あ
り
、
こ
の
認
定
印
は
商
工

会
の
他
、
認
定
を
受
け
た
税
理
士
や
金
融

機
関
か
ら
押
し
て
も
ら
う
こ
と
が
可
能
で

す
。
詳
し
く
は
商
工
会
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 

無
料
法
律
相
談
を
電
話
相
談
に
限
り
、

左
記
の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。 

令和 3年 1月の日程 

29

日 

28

日 

22

日 

21

日 

15

日 

14

日 

12 

日 

8

日 

金 木 金 木 金 木 火 金 

会場（電話相談のみ） 

新潟県商工会連合会 

（      025-283-1311） 

所在地：新潟市中央区新光町 7-2 

※予約は電話で直接、新潟県商工 

会連合へお申し込みください。 

新
津
税
務
署
か
ら 

確
定
申
告
に
係
る
お
知
ら
せ 

 

令
和
三
年
度 

固
定
資
産
税
の 

減
免
特
例
に
つ
い
て 

確
定
申
告
の
ご
相
談
の
際
に
は 

お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
が
必
要
で
す 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り

納
税
が
困
難
な
方
に
は 

猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す 

無
料
法
律
相
談
会
の
ご
案
内 


